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東京証券取引所による「公表措置」に関するお知らせ 
 
 

当社は、株式会社東京証券取引所より、本日付で有価証券上場規程第508条第１項第３号に基づき下記

の理由で「公表措置」を実施されましたので、お知らせいたします。 

当社といたしましては、後任の取締役候補者の確定には今しばらく時間を要する見込みですが、本日付

「取締役の辞任に関するお知らせ」に記載しておりますとおり、適切な候補者の人選を速やかに進め、新

たな取締役の候補者が確定次第速やかにお知らせし、平成26年６月に行われる予定の定時株主総会にて新

たな取締役として選任すべく対応してまいる所存であります。 

 

記 

 

（東京証券取引所の資料より抜粋） 

GFA株式会社（以下「同社」という。）は、平成26年２月10日に、平成25年12月16日に、同社の取締役

１名が一身上の都合により辞任した旨及びこれに伴い同社取締役に欠員が生じていることから、平成26年

６月に行われる予定の定時株主総会にて、新たな取締役を選任する方針である旨を開示しました。 

これにより、同社において、平成25年12月16日に会社法第331条第４項で規定する取締役の員数に欠員

が生じており、後任の取締役の選任までなお一定の期間を要することが明らかとなりました。 

以上を踏まえると、本件は、会社法第331条の規定に違反し、かつ、すみやかに適切な対応が図られな

かったものであり、公表を要するものと認められることから、同社に対し公表措置を行うことにしました。 

 

以上 


